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  監理銘柄（確認中）指定解除及び監理銘柄（審査中）指定に関するお知らせ 

 

 当社株式は、平成25年1月９日付けで監理銘柄（確認中）に指定されておりましたが、本日、株式会社大阪証

券取引所より平成25年２月14日付で当該指定を解除する旨の通知がありました。また、当社株式につきまして、

平成25年２月13日付で、株式会社大阪証券取引所から監理銘柄（審査中）に指定されましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

 

記 

１．監理銘柄指定理由 

 当社は、本日、平成25年2月期 第3四半期報告書を関東財務局へ提出したことを受け、株式会社大阪証券

取引所より平成25年２月14日付で当社に対する監理銘柄（確認中）の指定を解除する旨の通知がありました。 

 また、当社は過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び決算短信の訂正を行いました。株式会

社大阪証券取引所としては、この開示内容から、有価証券報告書等の訂正報告書の訂正内容が重要と認めら

れると判断し、今後の推移及び審査結果いかんによっては、上場廃止基準に該当することとなるため、そのお

それがある銘柄として監理銘柄（審査中）に指定し、投資者の注意を喚起するものです。 

 

 ２．監理銘柄（審査中）への指定期間について 

  平成25年２月13日から大阪証券取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで 

 

 ３． 今後の対応 

 このたびの監理銘柄（審査中）指定により、関係の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、

心より深くお詫び申し上げます。今後は、一日も早く監理銘柄指定の解除を受けられるよう、全社一丸となって

最大限の努力を尽くすとともに、信頼回復に誠心誠意努めてまいりますので、何卒引き続きご理解、ご支援を

賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

以 上 


